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１．研究目的
海面及び内水面の魚病被害軽減と魚病のまん

延防止のため、魚病検査や水産用医薬品の適正
使用の指導及び、養魚指導・相談を行なう。

２．研究方法
種苗生産場、中間育成場、養殖場を巡回し、

疾病の対処法や飼育方法の指導、助言を行うと
ともに、疾病発生時には迅速に現地調査や魚病
検査を行った。また、天然水域で大量へい死が
起こった場合も現地調査や魚病検査を行った。
魚病の検査方法は主に外観及び解剖による肉

眼観察、検鏡観察と細菌分離を行なった。細菌が
分離された場合は、治療・対策方法並びに水産
用医薬品の適正使用について指導を行なった。
昨年に引き続きアワビ類のキセノハリオチス

感染症（OIE指定疾病）のモニタリング調査
を農林水産省のガイドラインに従い行った。ま
た、ヒラメのクドア属粘液胞子虫症（Kudoa
septem-punctata）も昨年に引き続き、水産庁
の作成した防止対策に従い養殖場等でモニタリ
ング調査を行った。なお、アユの冷水病に関し
ては「アユ冷水病対策事業」に別途記述した。

３．研究結果
今年度の魚病診断件数は、隠岐地区海面３件、

出雲地区海面４件、石見地区海面１件、内水面
１５件（うち KHV症検査６件、アユのエドワ
ジェラ・イクタルリ症検査３件）であった。主
要なものを以下に示す。
出雲、石見地区では、中間育成中のヒラメ稚魚

で昨年に続き原因菌シュードモナス・アンギリ
セプチカによるシュードモナス症が発生した。
出雲地区では種苗生産中のアカアマダイに原

因不明の大量斃死がみられた。
石見地区では食品への異物混入に対する相談

があった。
隠岐地区では３～４月にイワガキ養殖場（１

地区）において、２０％程度の斃死が発生した。

ヒラメのシュードモナス症は、本県では平成
２３年度以降毎年発生し、中間育成場で被害が
でている。そのため、種苗生産施設および中間
育成施設において定量 PCRによる保菌検査を
行った。検査対象と期間は卵、ワムシ、稚魚で
ヒラメの生産開始時期の平成２５年１月から６
月にかけて月１回程度の頻度で行った。その結
果、５月上旬の稚魚に保菌が確認され、全ての
中間育成場で、５月～６月上旬にかけて本症を
確認した。保菌検査結果や中間育成場等からの
聞き取りから４月頃（水温１３～１５℃）に保菌
し、５月上旬（水温１６℃）頃に菌数が急激に増
加し発症すると考えられた。対処法として、中
間育成場では�弱った魚の徹底的な取り上げ、
�選別作業を控える等の対策を講じている。
アワビ類のキセノハリオチス症に関して、県

内種苗生産施設等のメガイアワビ、クロアワビ、
エゾアワビについて、７８０個体（２５８検体）の
PCR検査を行ったが、原因菌は検出されなかっ
た。
ヒラメのクドア症に関して、県内種苗生産施

設及び中間育成場のヒラメについて３００尾（４２
検体）の PCR検査を行ったが、原因菌は検出
されなかった。
内水面では、KHV症の疑いのあるコイの斃

死事例２件について PCR検査を行ったが、い
ずれも陰性であった。天然河川及び養殖業者を
対象とした KHV症の定期検査も全て陰性で
あった。アユのエドワジェラ・イクタルリ症は、
１０月に西部２河川で PCR検査による産卵親
魚の保菌検査を行ったところ、２河川とも陽性
反応を確認した。このほか、アユ、コイ、フナ
などで細菌性疾病等が見られた。４月に実施し
た放流用種苗の保菌検査については、全て陰性
であった。
海面（出雲地区、石見地区、隠岐地区）及び

内水面の疾病発生状況及び診断状況の詳細につ
いては添付資料に記述した。
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